
凡例＝問問い合わせ /　申し込み

そ
　
の
　
他

▼
開
設
日
時　

　
４
月
２６
日
㈰
・
５
月
１０
日
㈰
・
２４
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

※�

必
ず
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

交
付
申
請
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
記
載
内
容
変
更
・
電
子

証
明
書
の
更
新
・
暗
証
番
号
の
再
設
定
は
受
け
付

け
ま
す
。

▼
交
付
場
所　
役
場
１
階　
住
民
課

�

問
住
民
課　
窓
口
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
２
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド

休
日
交
付
専
用
窓
口
開
設
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都
市
の
将
来
像
を
示
す
「
竜
ヶ
崎
・
牛
久
都
市

計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全

の
方
針
」（
県
南
圏
域
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
）
に
係
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
左

記
の
と
お
り
都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
き
縦
覧

を
行
い
ま
す
。

　
案
に
対
し
ご
意
見
の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
中

に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
案
の
内
容

「
竜
ヶ
崎
・
牛
久
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整

備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
」（
県
南
圏
域
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
の
変
更

▼
縦
覧
期
間　

　
５
月
７
日
㈭
～
５
月
21
日
㈭
※
閉
庁
日
を
除
く
。

▼
意
見
書
の
提
出

　
縦
覧
場
所
に
備
え
つ
け
も
し
く
は
茨
城
県
都
市

計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
様
式
に
必
要
事

項
を
記
載
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送
に
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
※
５
月
21
日
㈭
必
着

▼
提
出
先　
〒
３
１
０
‐
８
５
５
５　

　
水
戸
市
笠
原
町
９
７
８
番
６

　
茨
城
県
知
事　
大
井
川　
和
彦
（
茨
城
県
土
木

　
部
都
市
局
都
市
計
画
課
扱
い
）
あ
て

▼
案
の
縦
覧
場
所
お
よ
び
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

　
☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
４
５
９
２

　
ま
ち
未
来
創
造
課　
都
市
整
備
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
４
７
）

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

▼
特
別
弔
慰
金
の
趣
旨　
戦
没
者
な
ど
の
尊
い
犠

牲
に
思
い
を
い
た
し
、
国
と
し
て
改
め
て
弔
意
を

表
す
る
た
め
、 

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
に
特
別
弔

慰
金
（
記
名
国
債
）
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

▼
支
給
対
象
者　
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
、
令
和
７
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
に
お

い
て
「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」

な
ど
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
先
順
位
の

ご
遺
族
1
名
に
支
給
し
ま
す
。

①�

令
和
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

得
し
た
方

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
な
ど
の
⑴
父
母　
⑵
孫　
⑶
祖
父
母　

　
⑷
兄
弟
姉
妹

※�

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有
し

て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④�

右
記
の
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
な
ど
の
三
親

等
内
の
親
族
（
甥
、
姪
な
ど
）

※�

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以

上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

▼�

支
給
内
容　
【
名
称
】　
第
十
二
回
特
別
弔
慰
金

国
庫
債
券
「
い
号
」　
【
額
面
】　
２７・５
万
円
（
５

年
償
還
の
記
名
国
債
）

▼
請
求
期
限　
令
和
10
年
３
月
31
日
㈮

▼
請
求
書
の
受
付
場
所

　
請
求
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
市
区
町
村
担
当
課

▼�

請
求
に
必
要
な
主
な
書
類
（
①
、
②
の
用
紙
は

市
町
村
の
担
当
課
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。）

①
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
請
求
書

②�

戦
没
者
等
の
遺
族
の
現
況
等
に
つ
い
て
の
申
立
書

③�

請
求
者
の
戸
籍
抄
本
（
令
和
７
年
４
月
１
日
以

特
別
弔
慰
金

降
の
も
の
）

　
請
求
者
が
過
去
に
特
別
弔
慰
金
の
請
求
を
し
た

こ
と
が
あ
る
か
な
ど
、
状
況
に
よ
り
提
出
し
て
い

た
だ
く
書
類
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
福
祉
課　
高
齢
介
護
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
４
）　

　
み
な
さ
ん
の
お
出
か
け
プ
ラ
ン
に
、
利
根
町
の

歴
史
民
俗
資
料
館
を
加
え
て
み
ま
せ
ん
か

　
利
根
町
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
、
実
際
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
土
器
の
か
け
ら
や
、
昔
、
利
根

川
を
行
き
来
し
て
い
た
高
瀬
舟
（
五
分
の
一
縮
小

模
型
）、
カ
ッ
パ
ね
ね
こ
の
イ
メ
ー
ジ
フ
ィ
ギ
ュ

ア
、
赤
松
宗
旦
の
『
利
根
川
図
誌
』、
柳
田
國
男

の
「
不
思
議
玉
」、
利
根
地
固
め
唄
で
使
わ
れ
た

道
具
な
ど
、
利
根
町
ゆ
か
り
の
品
々
が
数
多
く
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

▼
場
所　

　
利
根
町
歴
史
民
俗
資
料
館　
（
中
谷
９
６
７
）

▼
入
館
料　
無
料

▼
開
館
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
4
時
30
分

　
（
休
館
日
、
月
・
火
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

問
利
根
町
歴
史
民
俗
資
料
館

　
☎
68
‐
４
６
０
０

町
の
歴
史
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す

 

総
務
省
と
経
済
産
業
省
は
、
す
べ
て
の
事
業
所

お
よ
び
企
業
を
対
象
に
、「
令
和
８
年
経
済
セ
ン
サ

ス

－

活
動
調
査
（
基
準
日
：
令
和
８
年
６
月
１
日
）」

を
実
施
し
ま
す
。

　
「
経
済
セ
ン
サ
ス

－

活
動
調
査
」
と
は
、
す
べ

て
の
産
業
分
野
の
売
上
（
収
入
）
金
額
や
費
用
な

ど
の
経
理
項
目
を
同
一
時
点
で
網
羅
的
に
把
握
し
、

事
業
所
・
企
業
の
経
済
活
動
を
全
国
お
よ
び
地
域

別
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
ま

す
。
皆
さ
ま
の
調
査
へ
の
ご
理
解
・
ご
回
答
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

※�

回
答
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
統
計
法
に
よ
り
統

計
作
成
目
的
以
外
で
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
な
ど
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
必
要
な
制
度

上
の
規
律
が
厳
格
に
整
備
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
安
心
し
て
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

　
４
月
に
、
各
事
業
所
あ
て
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

回
答
用
の
調
査
書
類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
未
回
答
の
事
業
所
や
新

た
に
把
握
し
た
事
業
所
に
は
、
5
月
に
、
都
道
府

県
知
事
が
任
命
し
た
調
査
員
が
訪
問
し
、
紙
の
調

査
票
を
配
布
し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
回

答
い
た
だ
く
か
、
記
入
し
た
紙
の
調
査
票
を
郵
送

で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。（
ご
希
望
が
あ
れ
ば
、
担

当
の
調
査
員
に
直
接
お
渡
し
い
た
だ
く
こ
と
も
可

能
で
す
）

問
政
策
企
画
課　
情
報
政
策
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
３
２
）

「
令
和
８
年
経
済
セ
ン
サ
ス
―
活
動
調
査
」

外
来
・
入
院
自
己
負
担
金
振
込
予
定
日

　

県
内
の
医
療
機
関
窓
口
で
お
支
払
い
を
さ
れ

た
、
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）
自
己
負

担
金
は
、
次
の
日
程
で
の
振
り
込
み
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

▼
振
込
予
定
日　
４
月
2４
日
㈮

▼
償
還
対
象
診
療
月　
11
月
～
1
月
診
療
分

▼
通
帳
記
帳　
「
マ
ル
フ
ク
ジ
コ
フ
タ
ン
」

▼
償
還
対
象

・�

外
来
自
己
負
担
金　
妊
産
婦
、
小
児
、
ひ
と
り

親
家
庭
の
方
（
全
員
）

・�

入
院
自
己
負
担
金　
０
歳
～
18
歳
の
方

　
平
日
に
役
場
に
行
く
こ
と
が
難
し
い
方
の
た
め
、

パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付
窓
口
を
日
曜
日
に
開
設
し
ま
す
。

▼
開
設
日
時　

　
４
月
２６
日
㈰
・
５
月
１０
日
㈰
・
２４
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

▼
取
扱
業
務　
パ
ス
ポ
ー
ト
の
交
付
の
み

※
新
規
申
請
・
変
更
申
請
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
場
所　
役
場
1
階　
住
民
課

※�

日
曜
日
交
付
を
希
望
す
る
方
は
、
役
場
住
民
課

に
事
前
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

事
前
に
「
収
入
印
紙
」
と
「
県
収
入
証
紙
」
を

商
工
会
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。（
役
場
で
は
販

売
し
て
い
ま
せ
ん
。
商
工
会
で
は
平
日
の
み
購

入
可
能
）

※�

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
場
合
は
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
決
済
も
可
能
で
す
。申
請
受
付
時
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
に
届
く
お
知
ら
せ
の
U
R
L
よ
り
事
前
の

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

�

問
住
民
課　
窓
口
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
２
）

４
月
か
ら
パ
ス
ポ
ー
ト

休
日
交
付
専
用
窓
口
を
開
設
し
ま
す

※�

振
り
込
み
日
よ
り
前
に
、
す
み
や
か
に
振
込
口

座
・
名
義
な
ど
を
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、
振
り

込
み
不
能
と
な
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
保
険

年
金
課
ま
で
届
出
く
だ
さ
い
。

※
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
６
）

　
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
き
、
４
月
に
送
付
す
る
令
和
８

年
度
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
、
課
税
明
細
書
の

様
式
や
表
示
項
目
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

�

問
税
務
課　
資
産
税
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
７
）

令
和
８
年
度
よ
り
固
定
資
産
税
納
税
通

知
書
な
ど
の
様
式
が
変
わ
り
ま
す

新納税通知書 新課税明細書

取手北相馬休日夜間診療所（内科・外科）
取手市野々井１９２６番地
（取手北相馬保健医療センター医師会病院内）
☎０２９７－７８－６１１１
※必ず事前に医療機関に電話をしてください。
診療時間　土曜日：17時～翌朝 9時
　　　　　日曜日、祝日・年末年始：9時～翌 9時

休日・夜間の受診が必要なとき

050-5445-2856

受診を迷ったり・誰かに相談したいとき


